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平成24年８月14日 
 

株 主 各 位 
 
岡 山 市 北 区 津 島 京 町 ３ 丁 目 １ － 21 

 
Ｅ・Ｊホールディングス株式会社 

 
代表取締役社長 小 谷 裕 司 

 

第５回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、当社第５回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください

ますようご通知申し上げます。 

敬  具 

記 
 

1. 日 時 平成24年８月29日（水曜日）午前10時 

2. 場 所 岡山市北区下石井２丁目６番１号 

   アークホテル岡山 ３階 牡丹の間 

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください｡) 

3. 目 的 事 項  

 報 告 事 項 １ 第５期（平成23年６月１日から平成24年５月31日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類

監査結果報告の件 

  ２ 第５期（平成23年６月１日から平成24年５月31日まで）計算書類

報告の件 

以  上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
（お 願 い）当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の出席票を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申し上げます。 

（お知らせ）事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、

修正後の事項を、インターネット上の当社ホームページ（http://www.ej-

hds.co.jp）において掲載いたします。 

(証券コード 2153)
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(添付書類) 
 

事 業 報 告 
 

(平成23年６月１日から平成24年５月31日まで) 

 

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項 

1. 事業の経過及び成果 

当連結会計年度における経営環境は、欧州のソブリンリスク、商品価格の高騰、
米国債の格下げなどによるグローバルな経済不安など不安定な状況であり、また国
内においては、円高の進行や株価の下落、震災による原子力発電所の稼動制限の影
響を受けた電力量の不足などによる経済活動の低迷、そして国内政局の混沌とした
状況により予断を許さない状況で推移いたしました。 

建設コンサルタント業界においても、公共事業投資の縮減傾向が継続する中、平
成23年３月11日に発生した東日本大震災による復興需要の期待はあるものの、原発
事故に伴う放射能汚染問題、政治情勢の混乱に伴う補正予算編成の遅れなどにより
復興事業の執行が遅れてスタートし、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当連結グループは、当連結会計年度を初年度とする「Ｅ・
Ｊグループ第２次中期経営計画」を策定し、案件創出型の営業活動及び海外事業活
動を積極的に推進し、営業基盤の強化を図るとともに、顧客評価の向上ならびに東
日本大震災への対応や台風災害への対応を優先課題として取り組んでまいりました。 

東日本大震災に関しては、｢インフラ・ソリューションコンサルタント」としての
責務を果たすため、独自の被害調査をもとに、被災した地方自治体や国に対して、
復旧・復興に関する様々な企画・提案を実施するとともに、道路、橋梁、下水道、
港湾などインフラの復旧、復興基本調査・設計などの災害関連業務に注力してまい
りました。また、平成23年９月に発生しました台風12号、15号による近畿地方を中
心とした豪雨災害にも総力を挙げて対応してまいりました。震災関連につきまして
は、平成23年12月には第三次補正予算が確定したことから、徐々に本格的な復旧・
復興事業が動き始めており、当連結グループも当該地域に重点を置き今後も災害復
旧・復興活動に従事するとともに、安全・安心な国土の保全・地域社会の実現に積
極的に取組んでまいります。また、海外事業につきましても今後の成長の核として
引き続き注力してまいります。 

当連結グループのセグメントは、総合建設コンサルタント事業のみであります。 
当連結会計年度の業績は、受注高182億11百万円（前連結会計年度比113.5％）と

大幅な増加となりましたが、海外事業の売上高の予想乖離、震災関連業務の売上の
大半が次期に繰越しになるなどの影響から、売上高169億19百万円（同 103.1％）に
とどまりました。損益面につきましては、外部費用の削減及び前連結会計年度に行
った構造改革による固定費の削減効果の発現のほか、引き続きコスト削減も進めて
まいりましたが、震災・災害関連業務への先行投資などの影響もあり、営業損失33
百万円（前連結会計年度は営業損失８億73百万円）となり、経常利益は63百万円 
(同 経常損失７億60百万円）となりました。また、時価下落に伴う投資有価証券評
価損30百万円ならびに事務所移転に伴う費用19百万円などを計上したことなどから、
当期純損失83百万円（同 当期純損失13億30百万円）となりました。 
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 2. 設備投資の状況 

当連結会計年度の設備投資の総額は66百万円で、主なものとしては連結子会社の

都市開発設計株式会社の空調機器等取替工事10百万円があります。 

 

 3. 資金調達の状況 

該当事項はありません。 

 

 4. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況 

該当事項はありません。 

 

 5. 他の会社の事業の譲受けの状況 

該当事項はありません。 

 

 6. 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 

該当事項はありません。 

 

 7. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況 

該当事項はありません。 

 

 8. 対処すべき課題 

当連結グループにおける課題は大きく二つあり、これへの緊急な対応が必要と考

えております。一つめは、収益性の向上、そして、二つめは、変化する社会・市場

の動きを的確に捉えた自らのビジネスモデルの改革と拡張であります。 

当連結グループでは、この二つの課題に対して、まずは収益性を高めるために、

グループ会社の構造改革を行い、スリムで筋肉質な体質に創り上げ、厳しい経営環

境の中でも利益を確保できる体質を構築してまいります。その上で、今後の市場動

向を先取りし、次世代に繋がる成長シナリオを描いてまいります。 

当連結グループは、強みである「環境｣、｢防災・保全｣、｢行政支援」に関わるマ

ネジメントのノウハウや技術をコア・コンピタンスにしております。社会資本のス

トック市場、官民連携事業、海外コンサルタント事業など、これらは莫大な市場規

模であり、当連結グループは喫緊の課題を乗り越え、どのような時代においても、

安全・安心な国土・地域を創造する企業グループとして、また、高度化・多様化す

るニーズに応えることのできる、｢わが国第一級のインフラ・ソリューションコンサ

ルタントグループ」として、独自のビジネスモデルを構築し持続的成長を目指して

まいります。 
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さらに、グループ全体のコンプライアンス体制を整備し、運用、検証を行うとと

もに、リスク管理体制の強化に取り組み、内部統制システムの充実に努めることも

重要な課題として対処してまいります。 

また、昨年の定時株主総会においてご報告いたしましたとおり、当社の連結子会

社である株式会社エイト日本技術開発が、財団法人宮崎県環境整備公社から平成11

年～平成14年にかけて受注した廃棄物処理施設「エコクリーンプラザみやざき」の

一部である浸出水調整池の完成後の損傷及び浸出水の塩化物処理能力の不足が判明

した件に関し、同公社より、事実経過の解明及び責任の有無を明確にするため、平

成22年４月28日付で当連結子会社及び工事施工会社３社に対し同施設の完成後の損

傷について10億14百万円の損害賠償を、また、当連結子会社１社に対し浸出水の塩

化物処理能力の不足について５億73百万円の損害賠償を求めている訴訟は、現在も

係争中であります。この損害賠償請求額は、同公社が一方的に査定した金額であり、

現時点では、原告の請求の全部又は一部が認められるのか、認められるとした場合

の原告と被告の過失割合や被告間での責任分担などにつきましては、依然として、

まったく予測することができない状況であります。 

当連結子会社としましては、今後も引き続き裁判手続において正当性を主張して

いく所存であります。本件解決には相当の期間を要する見込みですが、当連結グル

ープとしましては、この事実を真摯に受け止め、品質管理に万全を期すため業務照

査等への取り組みを一層強化してまいる所存であります。 

株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

 9. 財産及び損益の状況 
 

期  別 
区  分 

第 ２ 期 
平成21年５月期

 

第 ３ 期 
平成22年５月期

 

第 ４ 期 
平成23年５月期

 

第 ５ 期 
平成24年５月期 
(当連結会計年度) 

完 成 業 務 高 (百万円) 16,369 16,599 16,410 16,919 

経 常 利 益 又 は 経 常 損 失(△) (百万円) △771 483 △760 63 

当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) △1,573 △144 △1,330 △83 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は 
１ 株 当 た り 当 期 純 損 失(△) 

(円) △5,975.56 △548.37 △237.17 △14.87 

総 資 産 (百万円) 18,712 16,944 17,421 16,896 

純 資 産 (百万円) 11,263 10,876 10,006 9,799 
 

(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失については小数第３位を四捨
五入して表示しております。 
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 10. 重要な親会社及び子会社の状況 

  (1) 重要な親会社の状況 

該当事項はありません。 

 

  (2) 重要な子会社の状況（平成24年５月31日現在） 
 

会  社  名 
資 本 金
(百万円)

主 要 な 事 業 の 内 容 
議決権比率 

(％) 

㈱ エ イ ト 日 本 技 術 開 発 2,056 総合建設コンサルタント事業 100.0 

㈱ＥＪビジネス・パートナーズ 50 総合建設コンサルタント事業 100.0 

日本インフラマネジメント㈱ 45 総合建設コンサルタント事業 100.0 

㈱ 近 代 設 計 50 総合建設コンサルタント事業 100.0 

㈱ 共 立 エ ン ジ ニ ヤ 56 総合建設コンサルタント事業 
100.0 

(100.0) 

共 立 工 営 ㈱ 22 総合建設コンサルタント事業 
100.0 

(100.0) 

都 市 開 発 設 計 ㈱ 31 総合建設コンサルタント事業 
76.2 

(76.2) 
 

(注) 1. ｢主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。 
   2. ｢議決権比率」欄の（内書）は間接所有割合であります。 

 

 11. 主要な事業内容（平成24年５月31日現在） 
 

区分及び主要事業 会社名 

グループ全体を管理・統括する持株会社 
Ｅ・Ｊホールディングス
㈱（当社） 

総合建設 
コンサルタント事業 

建設コンサルタント
業務 

建設コンサルタント ㈱エイト日本技術開発 
㈱ＥＪビジネス・パート
ナーズ 
日本インフラマネジメン
ト㈱ 
㈱近代設計 
㈱共立エンジニヤ 
共立工営㈱ 
都市開発設計㈱ 

補償コンサルタント

調査業務 

測量 

地質調査 
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 12. 主要な営業所（平成24年５月31日現在） 

  (1) 当社  本社 岡山県岡山市 

 

  (2) 重要な子会社 
 

名    称 所  在  地 

㈱ エ イ ト 日 本 技 術 開 発 本 店 岡 山 県 岡 山 市

㈱ＥＪビジネス・パートナーズ 東 京 都 中 野 区

日本インフラマネジメント㈱本社 岡 山 県 岡 山 市

㈱ 近 代 設 計 本 社 東 京 都 千 代 田 区

㈱ 共 立 エ ン ジ ニ ヤ 本 社 島 根 県 松 江 市

共 立 工 営 ㈱ 本 社 愛 媛 県 松 山 市

都 市 開 発 設 計 ㈱ 本 社 群 馬 県 前 橋 市

 

 13. 使用人の状況（平成24年５月31日現在） 
 

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減 

1,020名 108名減 
 

(注) 1. 使用人数は、連結グループ全体の就業人員数であります。 
   2. 使用人数が前連結会計年度末に比べ108名減少しておりますが、この主な理

由は、連結子会社において構造改革に取り組んだことによるものです。 

 

 14. 主要な借入先（平成24年５月31日現在） 
 

借 入 先 借 入 金 残 高 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 575百万円 

三井住友信託銀行株式会社 153百万円 

株 式 会 社 中 国 銀 行 136百万円 

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 407百万円 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 176百万円 

株 式 会 社 り そ な 銀 行 100百万円 

 

 15. その他企業集団の現況に関する重要な事項 

該当事項はありません。 
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Ⅱ．株式会社の株式に関する事項（平成24年５月31日現在） 

 1. 発行済株式総数（自己株式を除く）に占める割合の上位10名の株主 
 

株    主    名 株 式 数（株)  持 株 比 率（％)  

株 式 会 社 八 雲 1,931,200 33.64 

Ｅ・Ｊホールディングス社員持株会 429,520 7.48 

小 谷 裕 司 271,900 4.73 

小 谷 敏 幸 138,000 2.40 

株式会社エイト日本技術開発 130,980 2.28 

小 谷 満 俊 83,600 1.45 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 80,000 1.39 

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 79,000 1.37 

小 谷 浩 治 78,000 1.35 

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 78,000 1.35 
 

(注) 1. 持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式総数（自己株式を除く) 
に対する割合で、小数第３位以下を切り捨てにしております。 

2. 株式会社エイト日本技術開発が所有する株式については、会社法第308条第
１項及び会社法施行規則第67条の規定により議決権を有しておりません。 

 

 2. その他株式に関する重要な事項 

(1) 発行可能株式総数  普通株式 29,000,000株 

(2) 発行済株式の総数  普通株式  7,261,060株（自己株式数1,520,600株を含む) 

(3) 株 主 数          2,112名 

 

Ⅲ．株式会社の会社役員に関する事項 

 1. 取締役及び監査役の状況（平成24年５月31日現在) 
 

地   位 氏   名 担   当 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代表取締役社長 小 谷 裕 司 ― 
㈱エイト日本技術開発代表取締役社長 
㈱ 八 雲 代 表 取 締 役 社 長 

取 締 役 磯 山 龍 二 企 画 本 部 長 ㈱エイト日本技術開発取締役 

取 締 役 浜 野 正 則 管 理 本 部 長 ― 

取 締 役 藤 井  勉 監査部担当役員 ㈱ エイト日本技術開発取締役 

取 締 役 古 川 保 和 ― ㈱エイト日本技術開発代表取締役 

常 勤 監 査 役 児 子  泉 ― ㈱エイト日本技術開発常勤監査役 

社 外 監 査 役 松 原 治 郎 ― 
㈱エイト日本技術開発社外監査役 
公 認 会 計 士 

社 外 監 査 役 佐々木 秀 一 ― 弁 護 士 ・ 公 認 会 計 士 
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(注) 1. 監査役の松原治郎氏及び佐々木秀一氏は、社外監査役であります。 
2. 平成23年８月26日開催の第４回定時株主総会において、新たに磯山龍二氏、

浜野正則氏、藤井勉氏、古川保和氏は取締役に選任され、また、児子泉氏は
監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。 

3. 平成23年８月26日開催の第４回定時株主総会終結の時をもって、佐伯光昭氏、
谷本俊夫氏、妹尾修氏、奥英雄氏は取締役を、また、吉田庄太氏は監査役を、
それぞれ任期満了により退任いたしました。 

4. 常勤監査役児子泉氏は、重要な子会社である株式会社エイト日本技術開発の
取締役を長年に亘り経験し、その他子会社を含むグループ会社の経営等に関
する相当程度の知見を有するものです。 

5. 監査役松原治郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有するものであります。また、同氏は東京証券取引所が
指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり
ます。 

6. 監査役佐々木秀一氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、法務、
財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 

 

 2. 取締役及び監査役の報酬等の総額 
 

区  分 人  数 支 給 額 摘          要 
 名 百万円 取締役の役員報酬限度額は、平成21年8月

26日の定時株主総会により総額200百万円
以内であります。また、監査役の役員報酬
限度額は、平成23年８月26日の定時株主総
会により総額50百万円以内であります。 

取 締 役 9 39 

監 査 役 
(内社外監査役) 

4 
(2) 

12 
(7) 

合 計 13 52 

 

 3. 社外役員に関する事項 
 

区  分 氏   名 活   動   状   況 

社 外 監 査 役 松 原 治 郎

当事業年度開催の取締役会は６回開催され全て出席
し、また、監査役会は５回開催され全て出席し、議
案・審議等につき、財務・会計の専門家としての観点
から必要な発言を適宜行っております。 

社 外 監 査 役 佐々木 秀 一

当事業年度開催の取締役会は６回開催され全て出席
し、また、監査役会は５回開催され全て出席し、議
案・審議等につき、法務、財務・会計の専門家として
の観点から必要な発言を適宜行っております。 

  
(注) 1. 当社の子会社から報酬等を受けた社外役員は１名で、その総額は２百万円で

あります。 
2. 松原治郎氏は、株式会社エイト日本技術開発の社外監査役でありますが、同

社は当社の子会社であります。 

 

Ⅳ．株式会社の新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 
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Ⅴ．会計監査人に関する事項 
 1. 会計監査人の名称 

有限責任 あずさ監査法人 
 

 2. 会計監査人に対する報酬等の額 

  (1) 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項に係る報酬等の額 

14百万円 

上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人の
監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額
等を区分していないため、これらの合計額を記載しております。 

 
  (2) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 

45百万円 
 

 3. 責任限定契約 

該当事項はありません。 
 

 4. 解任又は不再任の決定の方針 

当社は、会社法第340条第1項に定める監査役会による会計監査人の解任、並びに、

その他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査

役会の同意又は請求により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会

に提案する方針であります。 
 

Ⅵ．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 
当社がこれからも、より高い信頼と評価を獲得し、顧客、株主、地域社会、社員

等すべてのステークホルダーから支持され続けるため、取締役会において次のとお

り業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項を決議しております。 

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制 

役職員が職務遂行にあたり、法令及び定款を遵守するとともに、企業理念・経営

方針にのっとり、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、当社及びグルー

プ企業（以下、グループ企業等という）の横断的な内部統制の充実と監視体制の整

備を図る。 

◇ コンプライアンス・プログラムやその他社内規程、並びに関係する法令の役職

員への周知徹底を推進する。 

◇ コンプライアンス担当部署を明確にするとともに、役職員がコンプライアンス

上の問題を発見した場合、速やかかつ適切に指摘できる内部通報手続制度等の対

応体制の整備を図る。 

◇ 適切な業務運営体制を確保すべく、代表取締役直轄の「監査部」が内部監査規

程等に基づく内部監査を定期的に実施・報告する。 
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 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報については、漏洩等のないよう万全を期すととも

に、必要に応じて執行状況等の確認・検証等が適切かつ迅速に実施できる体制整備

を図る。 

◇ 取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び社内規程に従い、保存・管理する。 

◇ 取締役及び監査役が、常にこれらの情報を閲覧できる体制を整備する。 

◇ 重要な情報の開示については、法令及び社内規程に従い適正に行う。 

 

 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

損失の危険の管理（以下、リスク管理という）に関しては、適切かつ迅速に対応

できる体制の整備を図る。 

◇ 代表取締役は、リスクの種類ごとに担当取締役を定め、グループ企業等の適切

な管理・情報伝達の体制を整備する。 

◇ 取締役は、損失の危機を予防・回避するため、必要に応じて規程、ガイドライ

ン、マニュアル等の整備をするとともに、グループ企業等への周知・徹底を図る。 

◇ リスクが顕在化し、重大な損害等の発生が予測される場合は、担当取締役を責

任者とする迅速かつ的確な情報コントロールと対応体制を整備する。 

◇ 監査部門の内部監査規程に基づく、グループ企業等を含む定期的な内部監査体

制を整備し、グループ企業等内における問題点・課題等の把握に努める。 

 

 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制の整備を図る。 

◇ 中期経営計画、年度予算制度に基づきグループ予算を策定するとともに、連結

ベースでの業績管理を行う。 

◇ 社内規程に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、職務の執行を行う。 

◇ グループ企業等の業績状況の収集・提供体制を確保し、取締役並びに取締役会

が迅速かつ適切な意思決定並びに業務執行が可能な体制を整備する。 

 

5. 当社、その親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制 

グループ企業等の役職員が職務遂行にあたり、統一的かつ横断的なコンプライア

ンスの実践と監視を図るための体制を整備する。 

◇ グループ企業等の各種計画・方針等の実践において意思統一を図るため、情報

連絡体制を充実させるとともに、その周知徹底を図る。 

◇ グループ企業等に影響を及ぼす重要な事項については、グループ経営会議等の

緊急招集を含め、迅速かつ適切な情報連絡と対応体制の整備を図る。 
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6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

◇ 監査役は、必要に応じ監査部所属の職員を監査役の職務補助として従事させる

ことができる。 

◇ 当該使用人は、その職務の遂行に関して取締役の指揮・命令を受けないものと

する。 

 

7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関

する体制 

取締役及び使用人は、監査役に対し、法令、定款その他の社内規程に定められた

事項に加え、下記事項を報告する。 

① 会社に著しい損害及び重大な影響を及ぼす事項の発生する恐れがある場合、

あるいは発生した場合。 

② 企業倫理に関する苦情・相談に対する通報の状況。 

③ グループ経営会議に付議・報告された事項。 

④ その他監査役会が職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項。 

 

 8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

◇ 取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、必要に応じての取締

役及び使用人の説明を求める体制を整備する。 

◇ 役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境整備に努め、円滑

な職務の遂行体制を整備する。 

◇ 監査役と代表取締役、監査役と監査部、監査役と会計監査人の定期的な報告会

を開催する。 

◇ 監査役と監査部と会計監査人の合同による定期的な情報・意見交換会を開催す

る。 

◇ グループ企業の監査役及び当社監査役との合同の情報・意見交換会を定期的に

開催する。 

 

 

 (注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
(平成24年５月31日現在) 

（単位：百万円） 

科    目 
注記 
番号 

金   額 科    目 
注記
番号

金   額 

 
(資 産 の 部) 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受取手形及び完成業務未収入金 

有 価 証 券 

未成業務支出金及び貯蔵品 

業 務 前 渡 金 

前 払 費 用 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機械装置及び運搬具 

工具器具及び備品 

リ ー ス 資 産 

土 地 

 無 形 固 定 資 産 

の れ ん 

そ の 他 

 投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

長 期 固 定 化 債 権 

賃 貸 用 不 動 産 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

 
 

 

 

 

 

注2 

 

 

 

 

 

 

 

注1､3 

注3 

注3 

注3 

注1 

 

 

 

 

 

 

注1､4 

 

 

 

(16,896)

9,311

6,082

1,142

175

1,628

54

159

2

83

△  14

7,584

3,822

1,377

10

90

24

2,320

833

591

241

2,928

1,330

15

483

12

1,119

△  32

(負 債 の 部) 

流 動 負 債 

業 務 未 払 金

短 期 借 入 金

１年以内返済予定の長期借入金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

繰 延 税 金 負 債

未 成 業 務 受 入 金

業 務 損 失 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債 

長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

繰 延 税 金 負 債

退 職 給 付 引 当 金

長 期 未 払 金

資 産 除 去 債 務

預 り 保 証 金

 

(純 資 産 の 部) 

株 主 資 本 

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金

 

少 数 株 主 持 分 

 

 

 

 

注1

 

 

 

 

 

 

注2

 

 

注1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 7,097) 

4,287 

474 

600 

602 

191 

499 

110 

106 

0 

1,583 

26 

91 

2,809 

772 

16 

47 

1,751 

173 

3 

43 

 

( 9,799) 

9,894 

2,000 

5,379 

6,717 

△ 4,202 

 

△  167 

△  167 

 

72 

資 産 合 計  16,896 負 債 純 資 産 合 計  16,896 

 
 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 損 益 計 算 書 

〔平成23年６月１日から
平成24年５月31日まで〕

（単位：百万円） 

科 目 
注記
番号

金 額 

売 上 高    

完 成 業 務 高   16,919 

売 上 原 価    

完 成 業 務 原 価 注1、2  12,676 

売 上 総 利 益   4,242 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   4,276 

営 業 損 失   33 

営 業 外 収 益    

受 取 利 息 及 び 配 当 金  72  

負 の の れ ん 償 却 額  23  

不 動 産 賃 貸 収 入  66  

そ の 他  63 226 

営 業 外 費 用    

支 払 利 息  55  

不 動 産 賃 貸 費 用  31  

そ の 他  42 129 

経 常 利 益   63 

特 別 利 益    

固 定 資 産 売 却 益  10 10 

特 別 損 失    

固 定 資 産 除 却 損  19  

固 定 資 産 売 却 損  19  

投 資 有 価 証 券 評 価 損  30  

関 係 会 社 株 式 売 却 損  2  

事 務 所 移 転 費 用  19 90 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失   16 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  98  

法 人 税 等 調 整 額  △27 70 

少数株主損益調整前当期純損失   87 

少 数 株 主 損 失   4 

当 期 純 損 失   83 
 

 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結株主資本等変動計算書 

〔平成23年６月１日から
平成24年５月31日まで〕 

（単位：百万円） 

 
注記 
番号 

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高  2,000 5,379 6,801 △4,202 9,978 

当期変動額    

当期純損失  ― ― △83 ― △83 

自己株式の取得  ― ― ― △0 △0 

株主資本以外の 
項目の当期変動額 
(純額) 

 ― ― ― ― ― 

当期変動額合計  ― ― △83 △0 △83 

当期末残高  2,000 5,379 6,717 △4,202 9,894 

 

 
注記 
番号 

その他の包括
利 益 累 計 額

少数株 
主持分 

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

当期首残高  △49 78 10,006

当期変動額  

当期純損失  ― ― △83

自己株式の取得  ― ― △0

株主資本以外の 
項目の当期変動額 
(純額) 

 △118 △5 △123

当期変動額合計  △118 △5 △207

当期末残高  △167 72 9,799
 

 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 注 記 表 
 

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 

1. 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称 

連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 株式会社エイト日本技術開発、株式会社ＥＪビジネ

ス・パートナーズ、日本インフラマネジメント株式

会社、株式会社近代設計、株式会社共立エンジニ

ヤ、共立工営株式会社、都市開発設計株式会社 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

   主要な非連結子会社の名称 

株式会社未来基盤情報センター他１社 

   連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社（２社）は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしておらず、

かつ全体として重要性がないため、連結の範囲から除外しております。 

2. 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の非連結子会社及び関連会社の数 ―社 

持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等 

株式会社未来基盤情報センター他４社 

持分法を適用しない理由 

持分法を適用しない非連結子会社（２社）及び関連会社（３社）は、当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないた

め、持分法の適用から除外しております。 

3. 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

そ の 他 有 価 証 券   

時価のあるもの …… 連結決算日の市場価格等にもとづく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定) 
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時価のないもの …… 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業組合出資持分及びこれに類

する組合への出資持分 (金融商品取引法第２

条第２項により有価証券とみなされるもの)

については、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産の評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に

よっており、評価方法は以下のとおりであります。 

未 成 業 務 支 出 金 …… 個別法 

貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く) …… 定率法 

② 賃 貸 用 不 動 産 …… 定率法 

ただし、有形固定資産（リース資産を除く）及び賃貸用不動産について、平

成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）は、定額法を採用して

おります。 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物 ８年～50年 

賃貸用不動産 ８年～50年 

③ 無形固定資産（リース資産を除く) …… 定額法 

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって

おります。 

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 

(５年）にもとづく定額法によっております。 

④ リ ー ス 資 産 …… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引に関する

会計基準適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 
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② 業務損失引当金 

受注業務に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未成業

務の損失見込額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額にもとづき計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10年～12年）による定額法によりそれぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理しております。 

また、過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。 

 (4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

① 連結子会社の事業年度に関する事項 

連結子会社の決算日と連結決算日は一致しております。 

② のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、その効果の発現期間を見積もり、５年間～８年間

で均等償却を行っております。ただし、金額が僅少なものについては発生年度

に全額償却することとしております。 

③ 完成業務高の計上基準 

進捗部分について成果の確実性が認められる業務については業務進行基準

（業務の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の業務については業務完成

基準を採用しております。 

④ 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、

｢会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準｣（平成21年12月４日 企業会計基

準委員会 企業会計基準第24号）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針｣（平成21年12月４日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針

第24号）を適用しております。 
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連結貸借対照表に関する注記 

 注1. 担保に供している資産及び担保に係る債務 

建 物 及 び 構 築 物 3百万円

土 地 3百万円

賃 貸 用 不 動 産 7百万円

計 14百万円

上記物件は、１年以内返済予定の長期借入金122百万円、長期借入金180百万円

の担保に供しております。 

 注2. 損失の発生が見込まれる業務契約に係る未成業務支出金は、これに対応する業務

損失引当金29百万円を相殺して表示しております。 

 注3. 有形固定資産の減価償却累計額 4,150百万円

 注4. 賃貸用不動産の減価償却累計額 415百万円

 

連結損益計算書に関する注記 

 注1. 未成業務支出金の収益性の低下による簿価切下額 

    完 成 業 務 原 価 5百万円

 注2. 完成業務原価に含まれている業務損失引当金繰入額 

 22百万円

 

連結株主資本等変動計算書に関する注記 

 注1. 発行済株式の種類及び総数 普通株式 7,261,060株

 注2. 剰余金の配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 
金融商品に関する注記 

1. 金融商品の状況に関する事項 

当連結グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行借入によ

り資金を調達しております。 

営業債権である受取手形及び完成業務未収入金は、顧客の信用リスクに晒されて

おり、与信管理に関する規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有

価証券は主として株式及び投資信託であり、時価のあるものについては定期的に時

価の把握を行っております。 

短期借入金は営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主として自己株式取

得に係る資金調達であります。主な借入金は固定金利でありますが、一部は変動金

利であるため金利の変動リスクに晒されております。 

なお、デリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 

平成24年５月31日現在における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認め

られるものは含まれておりません（(注）4.参照)。 

(単位：百万円) 
 

 
連結貸借対照表

計上額 
時価 差額 

(1) 現金及び預金 6,082 6,082 ― 

(2) 受取手形及び完成業務 
  未収入金 

1,142  

   貸倒引当金（注1） △14  

 1,127 1,127 ― 

(3) 投資有価証券  

   その他有価証券 1,120 1,120 ― 

資産 計 8,329 8,329 ― 

(1) 業務未払金 474 474 ― 

(2) 短期借入金 600 600 ― 

(3) 長期借入金（注2） 1,374 1,380 5 

負債 計 2,449 2,454 5 
 

(注) 1. 受取手形及び完成業務未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。 
2. １年以内返済予定の長期借入金も含めております。 
3. 金融商品の時価の算定方法に関する事項 

資産 
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び完成業務未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。 

(3) 投資有価証券 
投資有価証券の時価については、取引所の価格及び基準価格によっており

ます。 
負債 
(1) 業務未払金、(2) 短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。 

(3) 長期借入金 
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った

場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。 
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4. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
(単位：百万円) 

 
 連結貸借対照表計上額 

有価証券  

 ＭＭＦ 175 

投資有価証券  

 優先株式 100 

 非上場株式 109 

 投資事業組合出資持分 0 

 これらについては、市場価格がないことなどにより、時価を把握することが極めて困

難と認められます。 

 

賃貸等不動産に関する注記 

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項 

連結子会社の株式会社エイト日本技術開発及び株式会社近代設計は、岡山県その

他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む｡）等を有しております。ま

た、保有する土地の一部に遊休資産があります。 

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項 

(単位：百万円) 
 

連結貸借対照表計上額 時価 

508 490 
 

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であ
ります。 

2. 当連結会計年度末の時価は、主として固定資産税評価額にもとづいて自社で
算定した金額であります。 
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退職給付に関する注記 

1. 採用している退職給付制度の概要 

株式会社エイト日本技術開発は、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を

設けており、日本インフラマネジメント株式会社、株式会社近代設計、株式会社共

立エンジニヤ及び共立工営株式会社は、確定給付企業年金制度を設けております。 

この他、株式会社近代設計を除く上記の４社は全国測量業厚生年金基金（総合設

立型）に、株式会社近代設計は建設コンサルタンツ厚生年金基金（総合設立型）に

それぞれ加入しておりますが、自社の拠出に対する年金資産の額が合理的に計算で

きないため、退職給付債務の計算には含めておりません。 

都市開発設計株式会社は、退職一時金制度及び特定退職金共済制度並びに確定拠

出年金制度を採用しております。 

また、すべての連結子会社は、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合

があります。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

は、次のとおりであります。 

(1) 全国測量業厚生年金基金 

① 制度全体の積立状況に関する事項（平成23年３月31日） 

年金資産の額 145,766百万円

年金財政計算上の給付債務の額 159,635百万円

差引額 △13,869百万円

② 制度全体に占める当連結グループの給与総額割合 

(自 平成22年４月１日  至 平成23年３月31日) 

 4.0％

③ 補足説明 

上記①の差引額の要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高9,860百万円及び

不足金等4,009百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間

20年元利均等償却であり、当連結グループは、当連結会計年度の連結計算書類上、

掛金209百万円を費用処理しております。 

なお、上記②の割合は、当連結グループの実際の負担割合とは一致しておりま

せん。 
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(2) 建設コンサルタンツ厚生年金基金 

① 制度全体の積立状況に関する事項（平成23年３月31日） 

年金資産の額 141,748百万円

年金財政計算上の給付債務の額 173,530百万円

差引額 △31,781百万円

② 制度全体に占める当連結グループの給与総額割合 

(自 平成22年４月１日  至 平成23年３月31日) 

 0.7％

③ 補足説明 

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高27,162百万

円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年元利均等償却

であり、当連結グループは、当連結会計年度の連結計算書類上、掛金41百万円を

費用処理しております。 

なお、上記②の割合は､当連結グループの実際の負担割合とは一致しておりませ

ん。 

2. 退職給付債務に関する事項（平成24年５月31日） 

 （単位：百万円)

イ．退職給付債務 △4,241

ロ．年金資産 2,033

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △2,208

ニ．未認識数理計算上の差異 816

ホ．未認識過去勤務債務 △358

ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） △1,750

ト．前払年金費用 1

チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △1,751
 

(注) 株式会社エイト日本技術開発を除く連結子会社は、退職給付債務の算定にあた
り、簡便法を採用しております。 
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3. 退職給付費用に関する事項（自 平成23年６月１日 至 平成24年５月31日） 

 （単位：百万円)

イ．勤務費用 308

ロ．利息費用 62

ハ．期待運用収益 △32

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 128

ホ．過去勤務債務の費用処理額 △49

ヘ．確定拠出年金制度の掛金拠出額 34

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 451
 

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、｢イ．勤務費用」に計上し
ております。 

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  

ロ．割引率 1.7％  

ハ．期待運用収益率 1.5％  

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 10年（発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数による定額法によることと

しております｡） 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 10年～12年（各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法によりそれぞれ発生の

翌連結会計年度から損益処理しておりま

す｡） 

 

一株当たり情報に関する注記 

1. 一株当たり純資産額 1,734円05銭

2. 一株当たり当期純損失 14円87銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 
 

独立監査人の監査報告書 
平成24年７月10日 

Ｅ・Ｊホールディングス株式会社 

取 締 役 会  御中 
 

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  近 藤 康 仁  ㊞ 
 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  竹 川 都 之  ㊞ 
  

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  青 木 靖 英  ㊞ 

 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、Ｅ・Ｊホールディングス株式会社の平成23年
６月１日から平成24年５月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

 
連結計算書類に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書

類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。 

 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。 
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され

る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 
監査意見 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、Ｅ・Ｊホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 
以  上 
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貸 借 対 照 表 
(平成24年５月31日現在) 

（単位：百万円） 

科    目 
注記 
番号 

金   額 科    目 
注記
番号

金   額 

 
(資 産 の 部) 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

関 係 会 社 貸 付 金 

前 払 費 用 

繰 延 税 金 資 産 

未 収 還 付 法 人 税 

そ の 他 

固 定 資 産 

 有 形 固 定 資 産 

工具器具及び備品 

 無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

 投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

関 係 会 社 株 式 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1 

 

 

 

 

(19,218)

367

69

250

1

0

45

0

18,850

0

0

0

0

18,850

67

18,782

(負 債 の 部) 

流 動 負 債 

短 期 借 入 金

１年以内返済予定の長期借入金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

預 り 金

 

固 定 負 債 

長 期 借 入 金

繰 延 税 金 負 債

 

(純 資 産 の 部) 

株 主 資 本 

資   本   金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金

その他資本剰余金

利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

自 己 株 式 

 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 1,564) 

1,022 

600 

408 

1 

5 

1 

4 

0 

 

542 

540 

2 

 

(17,653) 

17,657 

2,000 

16,051 

1,500 

14,551 

1,127 

1,127 

1,127 

△ 1,522 

 

△   3 

△   3 

資 産 合 計  19,218 負 債 純 資 産 合 計  19,218 

 
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 

〔平成23年６月１日から
平成24年５月31日まで〕

（単位：百万円） 

科 目 
注記
番号

金 額 

売 上 高    

関 係 会 社 経 営 管 理 料 注1 291  

関 係 会 社 受 取 配 当 金 注1 209 500 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   197 

営 業 利 益   303 

営 業 外 収 益    

受 取 利 息 及 び 配 当 金  1  

関 係 会 社 貸 付 金 利 息  7  

そ の 他  0 9 

営 業 外 費 用    

支 払 利 息  27  

そ の 他  0 27 

経 常 利 益   285 

特 別 損 失    

投 資 有 価 証 券 評 価 損  8  

債 権 放 棄 損  50 58 

税 引 前 当 期 純 利 益   227 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  5  

法 人 税 等 調 整 額  6 11 

当 期 純 利 益   215 
 

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 



〆≠●0 
02_0118101102408.docx 
Ｅ・Ｊホールディングス㈱様 招集 2012/07/30 9:27:00印刷 16/24 

― 27 ― 

株主資本等変動計算書 

〔平成23年６月１日から
平成24年５月31日まで〕 

（単位：百万円） 

 
注記 
番号 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合   計

そ の 他 
利益剰余金 利益剰余金 

合   計 繰   越 
利益剰余金 

当期首残高  2,000 1,500 14,551 16,051 912 912 

当期変動額    

当期純利益  ― ― ― ― 215 215 

自己株式の取得  ― ― ― ― ― ― 

株主資本以外の 
項目の当期変動額
(純額) 

 ― ― ― ― ― ― 

当期変動額合計  ― ― ― ― 215 215 

当期末残高  2,000 1,500 14,551 16,051 1,127 1,127 

 

 
注記 
番号 

株主資本 
評価・換算
差 額 等

純資産合計
自己株式

株主資本
合  計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

当期首残高  △1,522 17,441 △3 17,438

当期変動額  

当期純利益  ― 215 ― 215

自己株式の取得  △0 △0 ― △0

株主資本以外の 
項目の当期変動額
(純額) 

 ― ― △0 △0

当期変動額合計  △0 215 △0 215

当期末残高 注１ △1,522 17,657 △3 17,653

 
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 
 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価基準及び評価方法 

子 会 社 株 式 …… 移動平均法による原価法 

そ の 他 有 価 証 券   

時価のあるもの …… 決算日の市場価格等にもとづく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの …… 移動平均法による原価法 

2. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有 形 固 定 資 産 …… 定率法 

耐用年数は次のとおりであります。 

工具器具及び備品 ４年 

(2) 無 形 固 定 資 産 …… 定額法 

自社利用のソフトウェアについて、社内における利用可能期間（５年）にもと

づく定額法によっております。 

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、｢会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準｣（平成21年12月４日 企業会計基準

委員会 企業会計基準第24号）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針｣（平成21年12月４日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指

針第24号）を適用しております。 

 

貸借対照表に関する注記 

注1. 有形固定資産の減価償却累計額 0百万円
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損益計算書に関する注記 

注1. 関係会社との取引高 

売 上 高 500百万円

営 業 取 引 6百万円

営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 50百万円

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

 注1. 保有する自己株式数 
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 1,520,500 100 ― 1,520,600 
 

(注)普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加100株であります。 

 

税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内訳 

繰延税金資産 

投 資 有 価 証 券 評 価 損 2百万円

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2百万円

未 払 賞 与 1百万円

そ の 他 0百万円

小    計  6百万円

繰 延 税 金 負 債 と の 相 殺 △3百万円

評 価 性 引 当 額 △2百万円

繰 延 税 金 資 産 合 計 0百万円

 

繰延税金負債 

関 係 会 社 株 式 み な し 譲 渡 損 失 △4百万円

未 収 事 業 税 △1百万円

小    計  △5百万円

繰 延 税 金 資 産 と の 相 殺 3百万円

繰 延 税 金 負 債 合 計 △2百万円

差 引 ： 繰 延 税 金 負 債 の 純 額 △2百万円

 



〆≠●0 
02_0118101102408.docx 
Ｅ・Ｊホールディングス㈱様 招集 2012/07/30 9:27:00印刷 19/24 

― 30 ― 

関連当事者との取引に関する注記 
（単位：百万円) 

 

属 性 
会社等の 

名称 
議決権等の
所有割合 

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

子会社 
㈱エイト日
本技術開発 

直接 
100％ 

経営指導 
役員の兼任
(６名) 

経営管理料
の受取 
(注１) 

276

― ― 当社銀行借
入に対する
被保証 
(注２) 

(被保証額)
405

子会社 ㈱近代設計 
直接 
100％ 

経営指導 
役員の兼任
(２名) 

資金の貸付
(注３) 

1,000

関係会社 
貸付金 250 

貸付金の回
収 (注３)

1,100

債権放棄 
(注４) 

50

当社銀行借
入に対する
被保証 
(注２) 

(被保証額)
500

子会社 
㈱ＥＪビジ
ネス・パー
トナーズ 

直接 
100％ 経営指導 

増資の引受
(注５) 

300

― ― 
貸付金の回
収 (注３)

200

 
(注) 1. 経営管理料については、グループ運営費用を基に決定しております。 

2. 銀行借入に対する被保証については、保証料の支払及び担保提供は行ってお
りません。 

3. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しており、担保の受
入は行っておりません。 

4. 貸付金の債権放棄を行ったものであります。 
5. 株式会社ＥＪビジネス・パートナーズが行った株主割当を引き受けたもので

あります。 
6. 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 

一株当たり情報に関する注記 

1. 一株当たり純資産額 3,075円26銭

2. 一株当たり当期純利益 37円56銭
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会計監査人の監査報告書 謄本 
 

独立監査人の監査報告書 
平成24年７月10日 

Ｅ・Ｊホールディングス株式会社 

取 締 役 会  御中 
 

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  近 藤 康 仁  ㊞ 
 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  竹 川 都 之  ㊞ 
  

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  青 木 靖 英  ㊞ 

 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、Ｅ・Ｊホールディングス株式会社の平
成23年６月１日から平成24年５月31日までの第５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 

 
計算書類等に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及

びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。 

 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属

明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監
査を実施することを求めている。 
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手

続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明
細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効
性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含ま
れる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 
監査意見 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 
以  上 
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監査役会の監査報告書 謄本 
 

監 査 報 告 書 
 

 当監査役会は、平成23年６月１日から平成24年５月31日までの第５期事業年度の取締

役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査

報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

  監査役会は、当期の監査方針、職務分担等の監査計画を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

  各監査役は、監査役会が定めた監査役会規則及び監査役監査基準に準拠し、監査方

針、職務分担等の監査計画に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎

通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要

な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査い

たしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必

要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第3項に定める体制の整備に関する

取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム) 

について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を

受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、金融商品取引法上

の財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から

当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を

図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該

事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 

  さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行

われることを確保するための体制｣（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監

査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等にしたがって整備

している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について

検討いたしました。 
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2. 監査の結果 

 (1) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示

しているものと認めます。 

② 取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な

事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執

行についても、指摘すべき事項は認められません。 

なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において

有効である旨の報告を取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から受けており

ます。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

 (3) 連結計算書類の監査結果 

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

 

平成24年７月11日 

 

Ｅ・Ｊホールディングス株式会社 監査役会 

常勤監査役  児 子   泉 ㊞ 

社外監査役  松 原 治 郎 ㊞ 

社外監査役  佐々木 秀 一 ㊞ 

以  上 
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株主総会会場ご案内図 

 

会場：岡山市北区下石井２丁目６番１号 

   アークホテル岡山 ３階 牡丹の間 

   電話（086）233-2200（代表） 
 

 

 
最 寄 駅 

JR岡山駅下車（中央口出口）より徒歩７分 


